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家具転倒防止器具の無償配付
　家具転倒による圧死・被害を防ぐために、家
具の固定をお勧めします。

▶対象者　市内在住の世帯
▶配付器具の種類　L型金具、チェーン式・ベ
ルト式およびポール式器具の4種類
▶配付条件　1世帯1回限りの申請で、器具設置
（取付）後に、写真を提出してください。

家具転倒防止器具の無償取付
　器具の取付支援を無償で行います。

▶無償取付（支援）対象者
① 65歳以上の高齢者または障がい者のみの世帯
で器具の取付が困難な人
②要介護4または5の認定を受けている人
③ 身体障害者手帳（1・2級）、療育手帳（A判定）、
精神障害者福祉手帳（1級）の所持者
④ その他、避難行動要支援者台帳に登録してあ
る人等
※器具の無償配付申請の際にお申し出ください。

防災ラジオの配付

　防災情報伝達のために市内25箇所に同報無線
屋外子局を整備していますが、屋内にいて、こ
の放送と同じ内容を聞くことができる「防災ラ
ジオ」を次のとおり配付しています。

▶対　象　市内在住の世帯主、事業主
　　　　　（各世帯・事業所1台まで）
▶負担金
　市内在住の世帯主　　1台　2,000円
　市内事業所の事業主　1台　3,000円
　外部アンテナ　　　　1個　1,000円

防災ラジオ・家具転倒防止器具
申込みされたその日にお渡しします
　平成23年3月の東日本大震災、平成28年4月の熊本地震など、国内各地で大きな地震が頻発しています。
この地域でも、この先30年以内に70％の確率で巨大地震が発生すると予想され、南海トラフ沖で発生した
場合、知立市では最大震度7と公表されています。被害を軽減（減災）するためには、あらかじめ情報収集
手段の確保、家具の転倒防止、食糧・日用品の備蓄など、日ごろの備えをしておくことが大切です。
　市では、防災ラジオの配付と家具転倒防止器具の無償配付・無償取付事業を継続して実施していますので、
ぜひご利用ください。

▶問合せ　安心安全課　防災係（☎95-0160）

在庫があれば、その日に配付します！
安心安全課へお問合せください。

▶申請方法　 申請用紙に必要事項を記入し、安心安
全課（市役所3階）へ。

※ 申請用紙は市ホームページでダウンロードするか、
窓口で配付します。
▶受付時間　午前8時30分から午後5時15分まで
　　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）


